
会議名 令和 7年度第 2回 草津市政治倫理審査会

開催日時 令和 8年 3月 23日 (月 ) 10時 00分から11時 15分まで

開催場所 庁議室

議題

議事内容

◆審査等請求に係る政治倫理規準等違反の存否について

◆その他

出席者

委 員 :北村委員、酒屋委員、須藤委員、中谷委員、中山委員、山本委員
事務局 :総務部…金森部長、有村総括副部長

総務課中高阪課長、酒徳主任、大橋主任

広報課…名和川参事

傍聴者 3名

報道機関 2名 (京都新聞、読売新聞)

令和 7年度第 2回 草津市政治倫理審査会 議事録

<議事概要>

【1】 事務

(1)審査会の公開の可否および撮影録音の取扱いについて

審査会については公開、以降の撮影 。録音については御遠慮いただくことに決定 (異議

なし)

(2)議事録の取扱いについて

記録の内容について、次回の審査会で確認 し、委員長に署名または押印をいただくこと

に決定 (異議なし)

【2】 審査等請求に係る政治倫理規準等違反の存否について

(1)調査および聞き取り結果等について

事務局にて、第 1回審査会後の調査および聞き取り結果等について資料に基づき説明

(2)審議について

委員 : 第 1回から今回までの間に、事務局がアンケ‐ 卜調査や聞き取り調査

を行い、手元の資料に結果がまとめられている。今回、私たちが行わな

ければならないことは、議会にお返しする報告書を作成するための審議

である。手元に事務局が用意した前回 (令和元年度)の政治倫理審査会

の報告書が参考として配布されている。

前回は議員の神社への寄付の問題であつた。この時の報告書の中で、

審査会の判断という箇所を御覧いただきたい。

まず、政治倫理条例の趣旨を踏まえたうえで、当該案件が政治倫理条

例のどの条項に該当するものかを判断する必要がある。

次に、それを踏まえたうえで、審査会の判断の理由と、付帯意見とし

て意見を付すということになつている。
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それではまず、本案件が該当する条項についてであるが、草津市議会議

員政治倫理条例第 3条第 1項第 1号に規定されている「市民全体の代表

者として品位と名誉を損なうような二切の行為を慎み、その職務に関し

て不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。」だと思われる

が 、 い か が か 。

該当すると思う。

私もそう思う。小学校のいじめの典型例のようなことを大の大人が、ま

してや議会の議長がしてしまったというのは、許されることではない。人

権を侵害するような行為をしてはならないというのは政治倫理条例の基

本中の基本だと思うので、該当すると思う。

該当するとなると、西村議員本人の話を聞かなければ、最終的に確定さ

せることは難しいと思うのだが、いかがか。該当しないのであれば、本人

の話を聞く必要はないと思う。

アンケー トによる聞き取りにするか直接出席 してもらうかが難 しいと

ころである。公共の場に呼び出し、加害者である方からお話を聞くとなる

と、言葉は悪いが吊るし上げのような状態になってしまう。加害者本人を

精神的に追い込むようなことがあってはならないので、出席を求める際は

非公開で開催したいと思う。

アンケー トによる聞き取りでも良いのでは。

アンケー トによって聞き取りを行 うとなると、本人からの返事に対し

て即座の応答ができなくなるので、おそらく難しいと思う。出席いただく

ことを前提に話を進めた方が良いと思う。

すでに訪寸罪はされたのか。

そうである。すでに当事者間で事実関係を認めており、議会内での対応

も進んでいるところである。そのため、事実関係を否定されるということ

はないと思うが、本人の言い分をお聞きする必要はあると思う。西村議員

には何も聞き取りを行つていないため、反論の機会を設ける必要がある。

議会内で事実関係を認めたというような議事録などがあればよいのだが。

西村議員には直接は何も聞き取りを行っていないのでく記録としては存

在しない。

今回の件を審議するにあたつて調べたのだが、地方議会での議員間の

ハラスメントというのは実は非常に多く、他自治体でも主に政治倫理審査

会がその案件の対処を受け持つているところが多い。どこも原則公開の政

治倫理審査会であるが、本人に出席を求めるような場合は非公開となって

いる。本人の出席の場面だけ非公開にすればよい。

また、被害を受けた議員にも出席を求めることができるが、いかがか。

被害を受けた議員は、求められれば出席するという意思をお持ちのようで

あるが、西村議員だけでよいか。

加害者だけ直接お話を聞く場を設けてもらえて、被害者の自分には設け

てもらえないのか、と思われるかもしれないため、被害を受けた議員には、

西村議員には出席を求めることになったがいかがか、というふうに聞いて
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みても良いかもしれない。

それでは、西村議員には出席を求めるが、被害を受けた議員はいかが

か、という聞き方をして、もし出席したくないということであれば欠席で

構わないか。

被害を受けた議員にはすでにヒアリングを行っているため、審査会と

してはそれで足りているという認識だが、本人が出席したいという意向が

あるならば出席いただくという方向で良いのかと思う。

西村議員がもし公開の場で出席 したいとおっしゃつた場合は公開で行

うか。それともいずれにしても非公開か。

難しいところである。草津市でのハラスメン ト関係での政治倫理審査

会は初めてであり、今回対応を誤ると次回以降これが前例として残つてし

まう。

被害を受けた議員の立場を考えると、やはり二次被害が恐いため、非公

開の方が良いと私は思う。

加害側を責めすぎると、後々精神的に追い込まれてしまうようなことに

もなりかねないため、できる限り非公開で行う方が良いかとは思う。

非公開で良いと思 う。

それでは、ハラスメン ト案件の場合に本人へ出席を求めるときは非公

開ということで決定する。

一度確認させていただく。

今、被害を受けた議員にも出席の意向をお聞きするという意見になつた

が、出席の意向をお聞きした結果、第 1回の審査会後のヒアリングの際に

答えてくださつたように、審査会に出席を求められるのであれば出席する

という回答だった場合はどうすればよいか。つまり、出席の判断をこちら

に委ねられた場合はどうすれば良いか、確認をしておきたい。

: 審査会に判断を委ねられた場合は、出席をお願いするという方向で良
い か 。

1 良い。

: それでは、西村議員から直接お話を聞くまでは政治倫理規準に違反す

るかの判断は保留となるが、以降は
二旦、違反する可能性が高いという

前提で話を進めさせていただいてよろしいか。

1 良い。

: 次に、報告書の付帯意見についてだが、まず、その意見の付し方とい

うのが政治倫理審査会の仕組み上なかなか難しいというところを説明さ

せていただく。

本案件は草津市議会議員政治倫理条例に基づく審査等請求であり、そ

れに対して私たちは市長から付託され審議を行つているわけであるが、

この審議の結果は議会に直接報告するものではなく、市長に報告するも

のである。その後は、市長が議会に対してその報告書の写しを送付する

だけで終わつてしまう。

他の多くの自治体の政治倫理審査会は、市長都局の附属機関としてで
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はなく議会の附属機関として設置されている。議会が設置している機関

なので、そこでの審議結果を直接議会に返すことができる。そのため、

議会に対して非常に厳しい措置を行 うことができ、議会もそれに従わな

ければならないという仕組みである。           ,
しかしながら草津市の場合は、この審査会の成 り立ちは、昔市長が政

治倫理に反するような行為を行ったことによるものであり、まず草津市

長の政治倫理に関する条例というものが作られたことがきつかけである。

その後に、議員を対象に同様の政治倫理条例というものが作られ、本来

であれば別途審査会を設けるべきであつたが、議員の政治倫理に関する

審査等請求は市長都局の附属機関である本審査会に付託するような仕組

みとなった。そのため、議会という市長部局とは独立している機関に対

して、審査会がなかなか厳しい措置を要求することが難しいものとなっ

てしまった。もちろん、報告書に付帯意見として意見を付することはで

きるが、それも市長を通して返されるものであり、議会に対して直接働

きかけるということがなかなか難しい構造になつている。まずはこの仕

組みについて御理解をいただきたい。地方自治というものは二元代表制

のもと成 り立っているものであり、議会は自律的な存在であるため、議

員の身分に関わることや懲戒に関わることは議会の専決事項であつて、

私たちが拘束力を持たせるようなことはできないし、厳しい措置を要求

することも難 しいということを踏まえた上で、報告書の付帯意見を検討

していきたい。

議会としてはハラスメント研修をすでに実施し、西村議員にも受けて

いただいているということである。また、被害を受けた議員への聞き取

りにより、現在、今後このような問題が起きないようにするための仕組

み作りに取り組まれているということまでは判明している。ただし、こ

の仕組み作りが現時点でどこまで進んでいるのかは不明である。

以上のような状況で、私たち審査会がどのような意見を付するべきか

ということを、委員の皆様から御意見いただきたい。

市長に報告書を返して市長から議会へ報告書の写しを送付する際は、

市長は単なる伝達役に過ぎないのか。何らかの裁量はないのか。

ない。

機械的に送付されるだけなのか。

条例には 「報告書の写しを直ちに送付しなければならない」と規定さ

れているため、機械的に送付されるだけであろう。委員長から市長に報

告書を渡す際に何か一言添えて、それを議会に伝えていただくというこ

ともできないのではないか。

できない。市長は自律性のある議会に対して何も意見することはでき

ない。

報告書にしつかりと私たちが意見を付しておけば、最終的には議会に

きちんと伝わる。

そうである。
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少し補足させていただく。

条例では、第 8条で「議会は、審査会の報告事項を尊重し、政治倫理

規準等に違反したと認められる議員に対し、議会の名1誉と品位を守 り、

市民の信頼を回復するため、必要な措置を講ずるものとする。」となって

いるため、最終的には議会も本審査会の意見を受けて、対応は行 うもの

と考えられる。

議会も、毎回この政治倫理審査会の意見というのは重く受け止めてくだ

さつている。前回 (令和元年度)の審査会の際も、私たちの意見に射して

非常によく耳を傾けていただいた。ただ、仕組み上はただ報告書が送付さ

れるにすぎないというものである。

上記のことを踏まえて、いかがか。

実は私の方から1つ提案があるのだが、よろしいか。

よい。

この草津市議会議員政治倫理条例には、「ハラスメント案件をどのよう

に扱 うか」といった条文がない。

しかし、全国の議会を調べてみると、議員間の争いや議員の職員に対す

る高圧的な態度が非常に多く、問題になつている。

そのような行為が政治倫理規準に違反するということを、条例を改正し

て明文化し、全国並みの条例にしていただきたいという意見である。

本案件のような議員のハラスメント問題を、条例に違反するのか否か政

治倫理審査会が判断しやすくしていただきたい。

そのような条文を 1つ追加するというものか。

そうである。条例を改正し、議会内のハラスメント行為を政治倫理規

準に違反するものとして位置付けていただきたい。そうすることで、議会

内で人権意識の乏しい発言というものがなくなつていくと思われる。

全国の地方議会では標準的なものとなっているということを意見すると

いうことか。

標準的と言い切れるまでは調べ切れていないが、全国の地方議会では政

治倫理条例にハラスメントに関する条文が入つていることは珍しくない。

別途ハラスメントに関する条例を作るというわけではないのか。

そういうわけではない。既存の政治倫理条例の中に入れ込む。別途ハラ

スメントに関する条例を作るということは、画期的ではあると思うが、そ

れはなかなか大変なものである。条例を制定するということは非常に大変

な作業を伴 うので、現在の草津市議会議員政治倫理条例の第 3条の中に入

れ込めばそれでいいのではないだろうか。

確認だが、今回はまだ西村議員本人への聞き取 りができておらず、ハ

ラスメント行為の有無の判断はまだできていない段階で、ある程度その可

能性が高いという前提のもと審議を行っているが、委員の案というのは西

村議員のハラスメン ト行為の有無とは別に、付帯意見として報告書に付し

た方が良いというものか。

そうである。
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委員
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承知した。

全国的にも議員間のハラスメント問題が多いということは疑いようのな

い事実であるので、今回の案件は別としても付した方が良いと考える。

反対というわけではなく、この案件とは独立して意見するというものか

どうか気になったところである。

この木安件に限らず、今後のハラスメント行為の防止のためにこういった

措置を取るのが良いと思う。

ハラスメントに関する条項をわざわざ設けなくても、現行条例の第 3条

委員

委員 :

委員

の文言 「市民全体の代表者として品位と名誉を損なうような一切の行為」

の「行為」の後ろに「(ハ ラスメント行為等を含む。)」 と加えれば良いので

はないか。

委員 : ハラスメン ト行為の定義が明文化されていることが重要なので、条項を
別に設けるべきである。

事務局 : 今、参考に他市の条文を確認してみたのだが、委員が提案されているのは、

草津市議会議員政治倫理条例でいう第 3条第 1項第 6号の後ろに第 7号 と

して「その地位を利用して嫌がらせをし、強制し、また圧力を与える行為お

よびセクシャルハラスメント、パワーハラスメントその他の人権侵害のおそ

れがある行為をしないこと。」といった条文を設けるということでよろしい

か δ

委員 : そうである。

委員 : 被害を受けた議員への間き取 りの中で、西村議員が今後ハラスメン ト問
題等に対する解決チームの作成を約束してくださつたとされているが、その

ようなものを今後作成するのであれば、ハラスメントに関する条例を別途制

定した方が良いのではないか。その方がその解決チームやその他の仕組み作

りも行いやすいと思う。現行条例の第 3条に足す 1文にそこまで入れ込んで

いくとバランスが悪くなるので、こちらで現行条例第 3条に入れ込むよう指

定しない方が良いのではないか。

委員 : 議会が制定する意思があるのであれば、別途ハラスメントに関する条例を
制定していただく方が望ましいかと思う。

この件の難しいところは、市長部局のハラスメント案件とは別で議会での

ハラスメント案件なので、議会が自律的に解決しなくてはならないというと

ころである。議員のハラスメントに対応する組織作りを議会が自律的に行う

ことが果たしてできるのかというところもあるが、「それに取り組みなさい」

ということは、付帯意見として言えるものであると思う。

委員 : ところで、現在、草津市のハラスメント指針というのは議員も対象になつ
ているのか。

事務局 : なっていない。草津市と教育委員会で作っており、「私たち職員は」という
建付けになっているため、職員だけである。

委員 : 少し話が脱線するが、草津市は議員から市民や職員に対してハラスメン ト
的な行為があった際に、市民や職員が相談できる外部相談窓口というのは設

置しているのか。
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ハラスメントに限らず、圧力等を受けた場合に職員が相談できる庁内相談

員というものは設置している。市民が受けた場合の窓日はおそらく設置して

いなかつたと思われる。

この審査会でそこまで意見できるのかは疑問があるが、職員が受けた場合、

相手が議員となるとなかなか相談しにくいところもあると思 うので、そうい

つた場合のための外部相談窓日があつた方が良いのではないかと思う。

審査会として意見しても良いのではないだろうか。まずは条例制定を行って

もらい、次にそれに対応した仕組み作りを行つていただくのは良いことかと思

う。議会内に中立的な組織を設置した方が良いということを意見するのが良い

と思う。

本審査会をもう1つ設置するということか。    
―

それでも良いと思 う。現在は市長部局の附属機関として本審査会が設置さ

れているが、これと同様の附属機関を議会の方にも設置すれば良いと思うと委

員の構成は同じで構わない。議会に直接措置を要求することができる機関を議

会が自ら設置すべきである。

先ほどの外部相談窓日の件であるが、現在すでに外部相談員として職員が相

談できる弁護士は設置している。議会事務局の職員も対象である。

それは議員からのハラスメント行為も相談できるのか。

職場での問題の相談窓口なので、できる。

ただし、職員間のハラスメント問題であれば、加害者も職員であるので懲

戒処分を行 うことで対応ができるが、加害者が議員である場合は、市長部局が

加害者である議員に対し懲戒処分を行 うことはできない。議会がその事実関係

を踏まえてどのような対応をするのかという問題になるので、加害者に対し十

分な対応ができない場合があるというのも有り得る話である。

今議論している内容は将来的に必要なものであるから前もつて話しているだ

けであり、今回の報告書の内容は、西村議員に出席を求め、直接の聞き取りを

行つた後に別途決めるということか。

最終的には今回の報告書に付する意見としては 2本立てになると思う。 1
つは今回の具体的な案件に対するもので、もう1つはこのような案件がそもそ

も起きないようにするための仕組み作りをする必要があるというものである。

今回の案件に関してはすでに当事者間で和解も済んでおり、当事者間で終わ

った話に対して第二者である審査会が何か意見することはできない。それでも

なお審査等の請求があったので、審議を行つているというものである。

政治倫理審査会は個別救済のためのものではないので、当時者たちが解決し

たと言つていても、市民の利益の点からさらに何か行 うべきことがあるのであ

れば、する必要がある。被害を受けた議員への間き取り結果にあるハラスメン

ト研修の実施はすでに行われたことがわかつているが、もう1つの「同様の案

件が起きた場合の解決チーム作 リロま現時点でどこまで進んでいるのか不明の

ため、次回西村議員が出席してくださつた際に聴取する必要がある。それを踏

まえて、付帯意見を考える必要がある。

この解決チーム作 りが現時点でどの程度進んでいるのかは、誰に確認すれ
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ばわかるものか。

被害を受けた議員からお聞きした話では、常設するものではなく、何か問題

が起きた際にその個別の問題に対して作ることを約束しているようで、具体的

に要領や方針、条例などを作つているわけではないとのことである。現在、議

長は西村議員から別の議員に代わつているが、この件については日頭で引継ぎ

がなされているとのこともお聞きした。

条例を制定するというのはかなりの大仕事であるため、外部からの圧力が

ない限り、なかなか進まないと思う。

もし現時点で具体的に定まっていないのであれば、こちらから意見を付すの

が良ヤヽと思う。

また、ハラスメント研修であるが、1回は実施したとされているが、こうい

つたものは継続的に実施しなければ意味がないので、継続的に行つてください

という意見も付すと良いと思う。

それは重要なことだと思 う。前回 (令和元年度)の神社に対する寄付行為
の案件の時も、そもそもそのような行為が公職選挙法に違反するということを、

当事者だけでなく議会全体に理解してもらう必要があつた。今回の件も、西村

議員だけの問題ではなく、議会全体の問題として受け止めてもらう必要がある。

そのためにも、研修の継続的な実施は意見した方が良いと思う。

少し話が戻るが、西村議員に出席を求める前に、草津市議会議員政治倫理条

例第 3条第 1項に規定されている「市民全体の代表者として品位と名誉を損な

うような一切の行為」を判断する要素を確定させておいた方が良いと思う。場

面やお互いの人間関係など、どのようなものであればこれに該婆するのか定義

しておかなければ、後ほどまた混乱するおそれがある。たとえば、飲み会など

の私的な場とオフィシャルな場とでは、状況が変わってくる。

どの場での発言であるかは、現時点のアンケー ト調査や聞き取り調査です

でにわかっており、それらから本案件が政治倫理規準に違反するということに

ついては満場一致だと思う。本国確定させることはできないが、西村議員の話

を聞いた上でも意見はほとんど変わることはないと思う。後は本人からの弁明

を聞くだけである。

異議なし。

それでは、

・西村議員に次回の審査会への出席を求める。

・被害を受けた議員には出欠の意向を確認 し、審査会に判断を委ねられた

場合は出席を求める。

・聞き取りは非公開で行う。

ということでよろしいか。

異議なし。
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【3】 閉会

(1)資料の持ち帰り禁止および報道の仕方 (被害者⌒の配慮)についてアナウンス

令和 8年 3月 23日 開催の第 2回草津市政治倫理審査会の会議録は上記のとおりである。

草津市政治倫理審査会委員長 修拶表 i形象計可蒻争てヵ
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